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設計基準事故等の選定の考え方

第15条：設計基準事故の拡大の防止
第22条：重大事故等の拡大の防止等
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ＭＯＸ燃料加工施設では、施設の特徴（バッチ処理，過渡変化なし）を考慮し，以下の２種類の安全設
計の考え方に分けられる。
• ＰＳのみで安全設計を行う設備
• ＰＳとＭＳの組み合わせで安全設計を行う設備

この２つの考え方に対して、動的機器故障、誤動作等、短時間全交流電源喪失を考慮した異常事象
の発生を想定し、平常時の放出を超えるような事故を設計基準事故として選定する。

• ＰＳのみの場合は、ＰＳの機能に対して動的機器故障、誤動作等、短時間全交流電源喪失を考慮
し、異常事象又は事故の発生の可能性を確認する。

• ＰＳとＭＳの組み合わせの場合は、

①ＰＳの機能に対して動的機器故障、誤動作等、短時間全交流電源喪失を考慮し、異常事象又は
事故の発生の可能性を確認する。

②①の結果，異常事象又は事故の発生の可能性が高いと判断された場合には，設計基準事故の
候補として選定する。発生の可能性が低いと判断された場合には，ＰＳの機能喪失により異常事象
が発生したことを想定し、ＭＳの安全設計の妥当性を確認するために，設計基準事故の候補として
選定する。

• 設計基準事故の候補に対して、平常時を超える外部への放射性物質を放出に繋がる事象である
場合は、設計基準事故として選定し、ＭＳの設計の妥当性確認としてＭＳに対して動的機器故障、
誤動作等を想定し、事故評価を行う。

異常事象として検討する対象は、臨界と閉じ込め機能不全である。閉じ込め機能不全については、
火災、爆発，グローブボックス内の核燃料物質の漏えい，重量物落下によるグローブボックス等の破
損、排風機機能喪失（負圧異常）とする。

１．設計基準事故の選定の考え方
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１．設計基準事故の選定の考え方
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事象
①化学的物理的に事象

が発生するか
②発生防止対策が機能

喪失するか
③技術的に事象が発生す

るか

④拡大防止対策の安全
設計の妥当性を確認のた
めに発生を想定すべき事

象か

⑤平常時を超える外部への
放射性物質の放出につなが

る事象か

設計基準事
故の選定

核燃料物質
による臨界

ＭＯＸ燃料加工施設では
多量の核燃料物質を取り
扱うことから発生は想定さ
れる。

設備による多様な発生防
止対策及び運転員による
確認を行うことから，発生
防止対策の機能喪失は
想定しない。

－ － － －

閉じ込め機
能 の 不 全
（火災）

可燃物があることから火
災の発生は想定される。

発生防止対策が機能喪
失したとしても，可燃物が
燃焼するような火災に至
ることはない。

－ 拡大防止対策の妥当性を
確認するために発生を想
定すべき事象である。

火災による駆動力により，外
部への多量の放射性物質の
放出に至るおそれがある。

〇

閉じ込め機
能 の 不 全
（爆発）

ＭＯＸ燃料加工施設で取
り扱う水素ガスは，水素
濃度9vol%以下であるた

め，物理的に爆発は発生
しない。

－ － － － －

閉じ込め機
能 の 不 全
（容器の転
倒又は落下
による核燃
料物質の漏
えい）

核燃料物質を収納した容
器が転倒することにより，
核燃料物質が飛散する。

発生防止対策の機能喪
失を想定する。

発生防止対策が機能喪
失した場合，核燃料物質
を収納した容器が転倒又
は落下することにより，核
燃料物質が飛散する。

－ グローブボックス等内で核燃
料物質が飛散したとしても，
外部への放射性物質の放出
に至る駆動力はないため，平
常時を超える放出には至らな
い。

－

閉じ込め機
能 の 不 全
（重量物落
下によるグ
ローブボック
ス等の破損）

グローブボックス内で重
量物が落下することは想
定される。

発生防止対策の機能喪
失を想定する。

グローブボックス内で重
量物が落下したとしても，
グローブボックス缶体に
衝突するだけであり，グ
ローブボックスは損傷しな
い。

－ － －

閉じ込め機
能 の 不 全
（排風機機
能喪失 （負
圧異常））

負圧を維持する機器の故
障等により，負圧が異常
になることが想定される。

発生防止対策の機能喪
失を想定する。

短時間の全交流電源の
喪失により，グローブボッ
クス排風機が機能喪失し，
グローブボックス等の負
圧が喪失する。

－ グローブボックス等内の負圧
が喪失したとしても，外部へ
の放射性物質の放出に至る
駆動力はないため，平常時を
超える放出には至らない。

－

１．設計基準事故の選定の考え方
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・臨界

・火災

・爆発

・グローブボッ
クス内の核燃
料物質の漏え
い

・重量物落下
によるグロー
ブボックス等
の破損

・排風機機能
喪失（負圧異
常）

候補事象の洗い出し

設計基準事故にな
らないことが明らか

候
補
事
象

十分な事故
防止対策に
加えて事象
の進展速
度が遅いか、
又は進展
が無いか

十分な事故
防止対策に
加えて点検
管理で健全
性を確認で

きるか

設
計
基
準
事
故

発生との可能性との
関連で設計基準事
故とする必要がない

候補事象

化学的、
物理的
に発生
の条件
が整うか

×－１ ×－２※

Yes

YesYesNo

No
No

※拡大防止対策の妥当
性を確認するために選定
する事象もある

１．設計基準事故の選定の考え方

再処理施設における選定を参考
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・臨界
核燃料物質の異常な集積 ×－１（臨界起こるまでの時間が長い）

・火災
粉末を巻き上げる火災 ×－２

（火災の事象が継続することから×－１にはならない。×－２になるが、火災の拡大防止対策の妥当性確認のた
め設計基準事故として選定する。）

・爆発
水素爆発 ×（化学的物理的に発生しない。）

・グローブボックス内の核燃料物質の漏えい
容器の転倒又は落下による粉末の漏えい ×－１（グローブボックス等内で粉末が外部への放出には至らない）

・重量物落下によるグローブボックス等の破損

グローブボックス等破損による閉じ込め喪失 ×－１（グローブボックス等が破損しても外部への放出には至らな
い）

・排風機機能喪失（負圧異常）
排風機故障による閉じ込め喪失（負圧喪失） ×－１（負圧は喪失するが外部への放出には至らない）

１．設計基準事故の選定の考え方

再処理施設における選定を参考
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２．重大事故の選定の考え方


